
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

エイブルジャックスカード特約 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

第 1 条（名称） 

エイブルジャックスカード（以下「本カード」といいます。）とは、株式会社エイブル（以下「エイブル」 

といいます。）と、株式会社ジャックス（以下「当社」といいます。）が提携して当社が発行するカードで 

Mastercard機能を有します。 

第 2 条（会員） 

会員とは、本特約及びジャックスカード会員規約を承諾のうえ、エイブルを通して当社に入会の申込みを 

され、当社が入会を認めた日本国内に居住する方をいいます。 

第 3 条（年会費） 

1.本カードの年会費（カード盗難保険料及び消費税を含みます。）は、入会初年度は無料とし、次年度より 

1,375 円（うち消費税 125 円）を、毎年当社所定の時期に支払うものとします。 

2.前項にかかわらず、前年度の会員のカードショッピングのご利用金額合計が 5 万円以上の場合は、次年度 

の年会費を無料とします。（なお、ご利用加盟店の事務処理上等の都合により、ご利用日が対象期間内であ 

っても売上データ等が対象期間内に当社に到着しない場合は、前年度の利用と判定されず、次年度の利用 

と判定される場合があります。） 

3.次年度以降の年会費については、前項と同様の対応とします。 

第 4 条（エイブル賃貸物件にかかる月額賃借料等のカードショッピングの支払金の支払方法） 

会員が本カードでエイブル賃貸物件にかかる月額賃借料等をカードショッピングで支払う場合の支払金 

の支払方法は翌月１回払のみとなり、支払回数、支払期間、分割払手数料の料率等は別表 1のとおりとな 

ります。 

 

【別表 1】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（ａ）支払回数        1 回 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（ｂ）支払期間（ヶ月）     1 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（ｃ）実質年率（％）     0.00 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（ｄ）利用代金１００円 

当たりの回数指定 

分割払手数料の額（円） 0.00 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第 5 条（エイブル賃貸物件にかかる月額賃借料等のカードショッピング利用方法） 

1.本カードでのエイブル賃貸物件に係る月額賃借料等のカードショッピングの利用は、会員が当社とエイブ 

ルが提携する家賃保証サービス「メリットプランジャックスＮ＋」（メリットプランジャックスエヌプラ 

ス）による家賃保証契約（以下「メリットプランジャックスＮ＋」といいます。）を締結し、第 2項に定め 

る登録を完了した場合に限るものとし、「メリットプランジャックスＮ＋」を除く当社とエイブルが提携 

する家賃保証サービス（「メリットプランＮＥＸＴ12α」「メリットプランＮＥＸＴ12」「メリットプラン 



ＮＥＸＴ24」「メリットプラン」等をいいます。）や当社以外の会社等が提供する家賃保証サービス等によ 

る月額賃借料等は利用できないものとします。 

2.会員が本カードで「メリットプランジャックスN＋」による月額賃借料等のカードショッピングの利用を 

希望する場合は、専用サイトにてカード情報等を登録することにより利用できるものとします。 

3.会員が前項に定めるカード情報等の登録を完了し、本カードで「メリットプランジャックス N＋」による 

月額賃借料等のカードショッピングの利用が認められた場合、当該月額賃借料等にかかる月額保証料が優 

待保証料となります。なお、会員は、当社が必要と認めた場合には、優待保証料の内容を予告無く変更す 

ることをあらかじめ承諾するものとします。 

4.会員は、本カードが無効、解約となった場合や本カード以外による支払方法に変更した場合には、優待保 

証料の適用は受けられなくなり、「メリットプランジャックス N＋」の契約約款に基づいた月額保証料と 

なることを承諾するものとします。 

5.会員は、本カードが無効、解約等の理由で本カードによるカードショッピングの利用ができない場合、「メ 

リットプランジャックスN＋」締結時に会員が指定した金融機関の口座から口座振替の方法もしくは、当 

社が送付する用紙により当社が指定する預金口座への振込又はコンビニエンスストアでの入金による方 

法によりお支払いいただきます。 

第 6 条（適用） 

本特約に定めのない事項については、ジャックスカード会員規約によるものとし、本特約とジャックスカ 

ード会員規約が重複する規定については、本特約が優先されます。 


